






要約:過去の検討結果をもとに健康診断、心臓検診後の心臓障害児の事後措置についてまと

めた.まず、専門医が正しい診断と治療方針、管理区分を決定する,この決定は保健所およ

び家庭医にフィードバックする。一般に心臓障害児は、可能な限り健常児と同等に扱う原

則から在宅療法を基本とし、トータルケアを実践している.従って、心臓障害児および保護

者と最も身近に存在する保健所と家庭医を鍵として管理し、経過を観察するのが容易で確

実な方法と考えられる.保健所では保健指導をはじめ福祉、経済、教育、職業、心理、精神

的対応に関する横の連絡の拠点としての役割を期待したい。重複障害児では心臓障害のみ

ならず重複障害に対して積極的に対応をしなければならず、事後措置,ケア検討委員会によ

り方針を決定し、トータルケア実践に最も適した社会資源の活用法を選択し、実行と経過

観察をおこなう。 


